在宅でのサービス利用に関する意見書

令和　　年　　月　　日
岡山市長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名：
【利用者】　　
受給者番号：
氏　　　名：

上記利用者について、在宅でのサービス利用に関する意見は以下のとおりです。


（1） 在宅でのサービス利用による支援効果が見込める点について








（2） 事業所要件を満たしているか否か
（※ア～カの各項目ごとに具体的に記載すること。）
（※個別支援計画等に記入されている場合はその旨を記載すること。）
ア 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
→

イ １日２回の連絡、助言又は進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容等に応じ、１日２回を超えた対応を行うこと。
→

裏面へ続く
[bookmark: _GoBack]ウ 緊急時の対応ができること（少なくとも事業所の所在地が、市内、又は利用者宅から概ね３０分以内であること）。
・緊急対応の実施方法
・市外の事業所の場合：利用者宅への駆けつけ方法（例：電車２０分、徒歩６分）
→

エ 疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
→

オ 事業所職員による訪問、利用者の通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機器の活用により、評価等を１週間につき１回は行うこと。
→

カ 原則として月の利用日数のうち１日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。（オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。）
→
